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(57)【要約】
【課題】プリン体に対する選択吸着性が高く、アルミニウムの溶出を生じることがないプ
リン体用吸着剤を提供する。
【解決手段】スチブンサイトをプリン体用吸着剤として使用する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スチブンサイトからなるプリン体用吸着剤。
【請求項２】
　プリン体がキサンチン化合物である請求項１に記載の吸着剤。
【請求項３】
　キサンチン化合物がカフェインである請求項２に記載の吸着剤。
【請求項４】
　プリン体がプリン塩基を構成成分に含む化合物である請求項１に記載の吸着剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カフェインに代表されるキサンチン化合物やプリン塩基（アデニン、グアニ
ン）を構成成分に含む化合物等のプリン体を吸着し得るプリン体用吸着剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、健康志向などの観点から、カフェインレス飲料が市販されている。このカフェイ
ンレス飲料は、お茶やコーヒーなどからカフェインを除いた飲料である。また、ビール等
のアルコール飲料は、痛風等の原因となるプリン体を含んでいるため、このプリン体の含
有量が低減されたアルコール飲料も販売されている。
【０００３】
　ところで、カフェインやプリン塩基は、何れもプリン骨格を有する化合物（総称して、
プリン体）であり、これらを飲料から除去するための吸着剤として、酸性白土や活性白土
（酸性白土の酸処理物）などのモンモリロナイトを主成分とする粘土、ゼオライトなどが
知られている（特許文献１～３）。
【０００４】
　しかしながら、ゼオライトは、プリン体に対する選択性が乏しく、飲料中に含まれる有
効成分まで吸着してしまうため、工業的には使用されていない。
　また、モンモリロナイトは、プリン体に対する選択吸着性は高く、しかも粘土鉱物であ
り、安価であるという利点を有しているものの、アルミニウムが飲料中に溶出してしまう
という欠点がある。その溶出量はそれほど多くはないが、アルミニウムは飲料の風味を損
なうことが知られており、したがって、アルミニウムの溶出を抑制することが求められて
いる。
【０００５】
　さらに、モンモリロナイトは、濾過性が低いという点でも改善が求められている。即ち
、モンモリロナイトは、水中で、一部がコロイド分散してしまい、濾過時にフィルターの
目詰りが生じてしまう。これを回避するために、濾過を行わず、遠心分離を行うと、有効
成分のロスも生じてしまうし、処理コストも高くなってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－１４２４０５号
【特許文献２】特開２０１４－２１２７４２号
【特許文献３】特開２０１２－１２５２０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の目的は、プリン体に対する選択吸着性が高く、アルミニウムの溶出を
生じることがないプリン体用吸着剤を提供することにある。
　本発明の他の目的は、濾過性が向上したプリン体用吸着剤を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、スチブンサイトからなるプリン体用吸着剤が提供される。
　本発明の吸着剤は、プリン体の中でもキサンチン化合物及び／又はプリン塩基を構成成
分に含む化合物の吸着除去に適しており、特に、カフェインの吸着除去に好適に利用され
る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明において、吸着剤として使用されるスチブンサイトは、３八面型スメクタイトで
あり、基本骨格がＳｉ、Ｍｇにより形成されており、Ａｌを含有していない。従って、本
発明の吸着剤では、Ａｌ溶出の問題を生じることはない。
　また、このスチブンサイトは、プリン体に対する選択吸着性が高い。例えば、後述する
実施例に示されているように、プリン体の代表例であるカフェインに対する吸着能がモン
モリロナイトと同程度に高い。
　さらに、スチブンサイトは、濾過性もモンモリロナイトよりも高く、特にＮａ含量が少
なく抑制されているものでは、その濾過性を示すダルシー係数はモンモリロナイトの約２
．５倍以上である。
【００１０】
　本発明のプリン体用吸着剤は、カフェインなどのプリン体に対する選択吸着性が高く、
したがって、お茶やコーヒーなどの飲料からカフェインを除去してのカフェインレス飲料
の製造に好適に適用され、さらに、例えば、ビールなどのアルコール飲料からのプリン体
除去にも適用することができる。また、各種調味料やサプリメントなどを含めた食品の製
造工程中の固液分離（濾過）においてプリン体を除去したい場合にも適用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】スチブンサイト（実施例１）およびモンモリロナイト（比較例１）の面指数（０
６）に由来するＸ線回折チャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜スチブンサイト＞
　本発明において、吸着剤として用いるスチブンサイトは、理想的には、下記式：
　　（Ｘ０．０３Ｍｇ２．９７）Ｓｉ４Ｏ１０（ＯＨ）２・ｎＨ２Ｏ
　　式中、Ｘは、Ｆｅ、Ｍｎ等の２価金属元素であり、
　　　　　ｎは、正の整数である、
で表される化学組成を有している３八面体型スメクタイト系粘土であり、主骨格がＳｉ－
Ｍｇ系であり、Ａｌを含んでいない点で、酸性白土等のモンモリロナイトと異なっている
。即ち、モンモリロナイトは、２八面体型スメクタイト粘土鉱物であり、主骨格がＳｉ－
Ａｌ系である。さらに、モンモリロナイトは、Ｘ線回折測定において、面指数（０６）に
由来する回折ピークを２θ＝６２度（ｄ＝１．４９～１．５０Å）付近に有しているが、
スチブンサイトは、この領域には回折ピークを有しておらず、２θ＝６０～６１度（ｄ＝
１．５２～１．５４Å）の領域に面指数（０６）に由来する回折ピークを有している。
【００１３】
　このようなスチブンサイトは、カフェイン等のプリン体に対して酸性白土等のモンモリ
ロナイトと同等の選択的吸着性を示す。即ち、スチブンサイトは、モンモリロナイトと同
様、固体酸としての特性を示すため、塩基性のプリン体に対して優れた選択的吸着性を示
すものと思われる。
　例えば、ゼオライトも固体酸としての特性を示すが、ゼオライトは、その特有の細孔構
造が吸着に寄与するため、プリン体以外の種々の物質に対しても大きな吸着性を示し、プ
リン体に対する選択性が低くなってしまう。
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【００１４】
　また、上記の化学組成等から理解されるように、構成元素としてＡｌを含んでおらず、
Ａｌを含んでいたとしても、不純物として微量のＡｌが混入する程度である。このため、
酸性白土等のモンモリロナイトと異なり、Ａｌの溶出という問題は有効に回避されている
。
【００１５】
　スチブンサイトの大きな利点は、濾過性が高いということである。例えば、後述する実
施例に示されているように、水の濾過性を示すダルシー係数は、少なくとも酸性白土の約
２．５倍である。なお、水の濾過性は、茶などの飲料の濾過性と相関関係にあり、即ち飲
料全般に対する濾過性を示す。
　酸性白土等のモンモリロナイトは、基本層の間にＮａ等のカチオンを含む大きな層間を
有しているため、水に対して高い膨潤性を示し、膨潤による体積膨張によって水に対する
濾過性が低いと考える。しかるに、スチブンサイトは、このような大きな層間を有してお
らず、水に対してモンモリロナイトのような膨潤性を示さず、この結果、水に対して高い
濾過性を示す。
【００１６】
　また、本発明で用いるスチブンサイトは、理想的には、前述した式で表される化学組成
を有しているが、勿論、このような化学組成に限定されるものではなく、その特有の構造
が保持されている限り（例えば、前述したＸ線回折ピークを示す限り）、多少の組成変動
が生じていてもよく、さらに、Ｎａ等の金属元素やケロライト、長石等の不純物が混入し
ているものでもよく、この範囲内で天然或いは合成のスチブンサイトを使用することがで
き、例えば特開昭６３－１９０７０５号等に開示されている合成スチブンサイトも使用す
ることができる。市販品としては、例えば、水澤化学製イオナイト、セピオルサ製ＳＥＰ
ＩＧＥＬ　ＮＡＴＵＲＡＬ　２００ＲＦ、セピオルサ製ＳＥＰＩＧＥＬ　ＳＵＰＲＥＭＥ
　２００ＲＦ、セピオルサ製ＳＥＰＩＧＥＬ　ＡＣＴＩＶＥ　２２０ＲＦなどを使用する
ことができる。
　但し、ケイ酸ソーダのような含ナトリウム化合物を反応剤として得られる合成スチブン
サイトのように、Ｎａ含量の多いものは、水に対する膨潤性が高まり、濾過性が損なわれ
るため、酸化物換算（Ｎａ２Ｏ）でのＮａ含量が５質量％以下に抑制されているスチブン
サイトが好適に使用される。
【００１７】
　上記のようにＮａ含量が少ない範囲に抑制されているスチブンサイトは、下記式（１）
：
　　Ｉ＝Ｄ×１０００／ＣＡ　　　　（１）
　　式中、Ｄは、水で測定したダルシー係数を示し、
　　　　　ＣＡは、試料粉末（無水）１ｇあたりのカフェイン吸着能（ｍｇ）を示す、
で表される濾過・吸着バランス値Ｉが０．２０以上と極めて高い。即ち、このバランス値
Ｉが高いほど、濾過性とカフェインに対する吸着性の両方が優れている。例えば、酸性白
土の如き、モンモリロナイトでは、このバランス値Ｉは０．０４～０．０９程度である。
【００１８】
＜プリン体＞
　本発明において、前述したスチブンサイトはプリン体、即ち、プリン骨格を有する化合
物に対して優れた選択吸着性を示す。
【００１９】
　プリン骨格は、下記式：
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【化１】

で表される。スチブンサイトは、上記のようなプリン骨格を有する化合物、即ち、部分構
造として当該骨格を有する化合物、及び、当該骨格の誘導体もしくは塩基から派生する化
合物に対して優れた選択的吸着性を示す。
【００２０】
　プリン体の１つとしては、下記式：

【化２】

で表される塩基性化合物であるキサンチンの他、ヒポキサンチンを挙げることができる。
これらは、プリン骨格を有するアルカロイドである。
【００２１】
　さらに、キサンチンから派生する化合物としては、下記式：

【化３】

で表されるカフェインを挙げることができる。即ち、カフェインは、キサンチンの３つの
ＮＨ基が全てメチル化されてＮＣＨ３基となったものである。
　また、カフェイン以外のキサンチンから派生する化合物としては、これに限定されるも
のではないが、テオフィリン、テオブロミン、パラキサンチンなどを挙げることができる
。
　上述のキサンチン、ヒポキサンチン、キサンチンから派生する化合物は、総じてキサン
チン化合物と呼称される。スチブンサイトは、カフェインに代表されるキサンチン化合物
に対して優れた選択的吸着性を示す。
【００２２】
　また、プリン骨格を有する化合物として、プリン塩基を構成成分に含む化合物を挙げる
ことができる。プリン塩基を構成成分に含む化合物としては、特に制限はないが、プリン
塩基（アデニン、グアニン）自体や、核酸塩基、例えば、プリン塩基とリボースから構成
されるプリンヌクレオシド（アデノシン、グアノシン）、さらにリン酸を構成成分に含む
プリンヌクレオチドなどが挙げられる。プリン塩基を有する化合物としては、他にも、ニ
コチンアミドアデニンジヌクレオチド（ＮＡＤ）、フラビンアデニンジヌクレオチド（Ｆ
ＡＤ）、イノシン酸などを挙げることができる。本発明の吸着剤は、プリン塩基に対する
選択的吸着性を示し、従って、プリン塩基を構成成分に含む化合物に対して優れた選択的
吸着性を示す。後述する実施例に示されているように、本発明の吸着剤はグアニン、及び
、グアニンにリボース環がβ－Ｎ９－グリコシド結合で構成されたヌクレオシドであるグ
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アノシンに対して優れた選択的吸着性を示す。
【００２３】
＜用途＞
　本発明において吸着剤として使用するスチブンサイトは、プリン体に対する選択吸着性
に優れているばかりか、Ａｌの溶出もないため、お茶やコーヒーなどの飲料からカフェイ
ンを除去してカフェインレスとするために好適に使用され、また、ビール等のアルコール
飲料からプリン体を除去するための吸着剤として使用される。
　これら飲料からカフェイン等を除去するには、前述したスチブンサイトを、適度な平均
粒径（例えば、１０～１００μｍ程度）の粉末状に粒度調整し、これを飲料と混合すれば
よい。
　本発明のプリン体吸着剤は、上記飲料からのプリン体除去のほか、各種調味料やサプリ
メントなどを含めた食品の製造工程中の固液分離（濾過）においてプリン体を除去したい
場合にも用いることができる。その場合は、前述したスチブンサイトを、用いられる工程
に適する粒度に適宜調整を行ってから使用すればよい。
【００２４】
　カフェイン等を吸着したスチブンサイトは、濾過性に優れているため、それ自体公知の
方法により濾過して容易に分離することができ、これは本発明の大きな利点である。即ち
、遠心分離などにより分離することもできるが、かかる方法では、飲料中の有効成分も取
り除かれてしまうが、濾過によれば、このような不都合も有効に回避することができる。
【実施例】
【００２５】
　本発明の優れた効果を、次の実験例により説明する。
【００２６】
　（１）メジアン径
　体積基準でのメジアン径は、堀場製作所製のレーザー回折／散乱式粒子径分布測定装置
ＬＡ―９６０を使用し、溶媒に水を用いて測定した。
【００２７】
（２）ＢＥＴ比表面積
　マイクロメリティクス社製Ｔｒｉｓｔａｒ　３０００を用いて窒素吸着法により測定を
行ない、ＢＥＴ法により算出した。
【００２８】
（３）カフェイン吸着試験
　本実施例におけるカフェイン吸着能は、０．２ｇ/Ｌ濃度のカフェイン水溶液から、１
ｇの試料（無水）が吸着できるカフェイン量とし、下記の方法により測定し、算出した。
　先ず、無水カフェイン（試薬特級、和光純薬工業（株）製）をイオン交換水に溶かし、
０．２ｇ/Ｌ濃度のカフェイン水溶液を得た。
　この０．２ｇ/Ｌ濃度のカフェイン水溶液３０ｇを５０ｍｌ容の遠沈管に秤取し、試験
粉末０．１ｇを加えて振とう機（ヤマト科学（株）製ＳＡ３００、振とうスピード５）に
より２．５時間振とうした。
　次に遠心分離機（（株）クボタ製　５２００）により遠心加速度３０００ｒｐｍで２０
分処理した液の上澄みをイオン交換水により１０倍に希釈した液の２７３ｎｍ波長光の吸
光度を分光光度計（日本分光（株）製Ｖ－６３０）により測定した。そして、カフェイン
水溶液のカフェイン含有量と、２７３ｎｍ波長光の吸光度の関係を示す検量線を用いて試
料液のカフェイン残存量を算出した。この値を、試料へのカフェイン添加量から差し引い
た値をカフェイン吸着量とした。
【００２９】
（４）水の濾過試験
　ビーカーにイオン交換水を２００ｍｌ入れ、そこへ１１０℃で１時間乾燥した試料粉末
を５ｇ投入し、攪拌機により５分間攪拌した。ステンレス製ブフナー漏斗（濾過面積３８
．５ｃｍ２）に濾紙（ＡＤＶＡＮＴＥＣ製Ｎｏ．２）をセットし、真空ポンプのスイッチ



(7) JP 2017-1030 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

を入れた。試料分散液を漏斗に注ぎ入れ、吸引圧を２０ｃｍＨｇに調整し、濾液の量が１
００ｍｌになったら、ストップウォッチをスタートした。濾過の間、吸引圧は２０ｃｍＨ
ｇに保った。濾液の量が１５０ｍｌになった時点でストップウォッチを止め、この時間を
濾過時間とした。
　濾過時間を測定後、濾液が濾過ケーキから落下する間隔が３０秒を越えるまで濾過を継
続した。落下間隔が３０秒を越えたら、濾過ケーキの厚さを測定し、次式によりダルシー
係数を算出した。
　　ダルシー係数＝（ケーキ厚ｃｍ×濾過液量５０ｍｌ×液粘度０．８９ｍＰａ・ｓ）
　　　　　　　　　÷（濾過時間ｓｅｃ×濾過面積ｃｍ２×（吸引圧ｃｍＨｇ÷７６））
【００３０】
（５）飲料の濾過試験
　上記の濾過試験を、イオン交換水に代えて緑茶（市販品）を用いて行った。なお、ダル
シー係数の算出式における液粘度は０．８９ｍＰａ・ｓとした。
【００３１】
（６）Ｘ線回折
　（株）リガク製ＲＩＮＴ―ＵｌｔｉｍａＩＶ（Ｘ線＝ＣｕＫα線）にて測定した。
【００３２】
（７）濾過・吸着バランス値（Ｉ値）の算出
下記式（１）：
　　Ｉ＝Ｄ×１０００／ＣＡ　　　　（１）
　　式中、Ｄは、イオン交換水で測定したダルシー係数を示し、
　　　　　ＣＡは、試料粉末（無水）１ｇあたりのカフェイン吸着能（ｍｇ）を示す、
より、濾過・吸着バランス値Ｉを計算した。
【００３３】
（８）グアノシン吸着試験
　本実施例におけるグアノシン吸着能は、０．２ｇ/Ｌ濃度のグアノシン水溶液から、１
ｇの試料（無水）が吸着できるグアノシン量とし、下記の方法により測定し、算出した。
　先ず、グアノシン（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ製）をイオン交換水１Ｌに溶解し、０．２ｇ
/Ｌ濃度のグアノシン水溶液を得た。
　この０．２ｇ/Ｌ濃度のグアノシン水溶液３５ｇを５０ｍｌ容の遠沈管に秤取し、０．
５ｇ（対液１．４質量％）の試験粉末を加えて振とう機（ヤマト科学（株）製ＳＡ３００
、振とうスピード５）により５．５時間以上振とうした。
　次に遠心分離機（（株）クボタ製　５２００）により回転数３０００ｒｐｍで３０分処
理し、液の上澄みをイオン交換水により１０倍に希釈した液（試料液）の２６０ｎｍ波長
光の吸光度を分光光度計（日本分光（株）製Ｖ－６３０）により測定した。そして、あら
かじめ作成したグアノシン濃度と２６０ｎｍ波長光の吸光度の関係を示す検量線を用いて
、試料液のグアノシン濃度を算出した。この値から試料単位量あたりのグアノシン吸着量
を計算した。
【００３４】
（９）グアニン吸着試験
　本実施例におけるグアニン吸着能は、グアニン飽和水溶液に所定量の試験粉末を加えて
処理したときの２４８ｎｍ波長光の吸光度の減少程度を指標に評価した。
　先ず、グアニン（試薬特級、和光純薬工業（株）製）０．０５ｇをイオン交換水１Ｌに
添加し、室温下にて一晩撹拌した後に、濾紙（ＡＤＶＡＮＴＥＣ製Ｎｏ．５Ｃ）で濾過し
、未溶解のグアニンを除去したものをグアニン飽和水溶液として用いた。
　このグアニン飽和水溶液１００ｇに０．０２ｇ（対液０．０２質量％）の試験粉末を加
えてマグネチックスターラーを用いて３時間撹拌した。次に濾紙（ＡＤＶＡＮＴＥＣ製Ｎ
ｏ．５Ｃ）で濾過した液（試料液）の２４８ｎｍ波長光の吸光度を分光光度計（日本分光
（株）製Ｖ－６３０）により測定した。このとき、試験粉末の水溶性塩類等の影響を差し
引くため、あらかじめグアニン未溶解のイオン交換水１００ｇに０．０２ｇの試験粉末を
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加えて同様の操作をしたときの吸光度を試料液の吸光度から除し、吸光度を補正した。グ
アニン飽和水溶液の吸光度から試料液の吸光度を差し引いた値をグアニン吸着能とした。
【００３５】
　下記の実施例および比較例に示す試料の物性を表１に示す。
【００３６】
（実施例１）
　スペイン産天然スチブンサイト。
【００３７】
（実施例２）
　スチブンサイトを主成分とするセピオルサ製ＳＥＰＩＧＥＬ　ＮＡＴＵＲＡＬ　２００
ＲＦ。
【００３８】
（実施例３）
　スチブンサイトを主成分とするセピオルサ製ＳＥＰＩＧＥＬ　ＳＵＰＲＥＭＥ　２００
ＲＦ。
【００３９】
（比較例１）
　新潟県新発田市産の酸性白土。
【００４０】
（比較例２）
　山形県鶴岡市産の酸性白土。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　実施例および比較例に示す試料のグアノシン吸着能及びグアニン吸着能を表２に示す。
【００４３】
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【表２】

【図１】
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